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大学共同利用機関法人人間文化研究機構特定有期雇用職員規程 

 

 

                               平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ２ ９ 日 

                               規 程 第 １ ２ ３ 号 

                               平成２５年 ３月２６日改正 

                            平成２７年 １月１９日改正 

                               平成２７年 ２月２３日改正 

平成２９年 ３月２７日改正 

令和 ４年 ９月２６日改正 

令和 ６年 ３月２５日改正 

令和 ７年 ３月２４日改正 

 

第一章 総則 

 （目的） 

第１条 この規程は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構（以下「機構」という。）が期間を定

めた事業の実施のため、機構長が特に必要と認め、期間を定めて雇用する職員（以下「特定有期雇

用職員」という。）について、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２条  削除 

 

 （特定有期雇用職員の種類等） 

第３条 特定有期雇用職員の種類は次のとおりとする。 

一 特任研究員 対象事業の実施について高度の専門的知識・能力を活かして、一定の期間研究・

教育業務を行う者をいう。特任研究員には、特任教授、特任准教授又は特任助教の職名を付する

ことができる。 

二 特任専門職員 特定の期間に実施する業務について高度の専門的な知識経験又は優れた見識を

活かして一定の期間業務を行う者をいう。 

 

第二章 採用等 

 （採用） 

第４条 特定有期雇用職員の採用は機構又は機構が設置する大学共同利用機関（以下、「機関」とい

う。）の選考による。 

２ 特定有期雇用職員の採用は、当該事業予算が措置される範囲内で行う。 

 

（契約期間） 

第５条 特定有期雇用職員の契約期間は、当該事業又は業務の期間を限度とする。ただし、その期間

は第３条第１項第１号に該当する者（以下「特任研究員」という。）は１０年、同項第２号に該当

する者（以下「特任専門職員」という。）は５年（研究開発システムの改革の推進等による研究開

発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律（平成２０年法律第６３号。以下「研究

開発強化法」という。）第１５条の２第１項に該当すると認められる場合は１０年）を超えない範

囲とし、機構本部又は各機関において別に定めるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、契約期間は、２以上の期間（機構における有期雇用職員としての雇用

契約期間）を通算し、特任研究員は１０年、特任専門職員は５年（研究開発強化法第１５条の２第

１項に該当する場合は１０年）を超えることができないものとする。ただし、平成２５年４月１日

以降に開始される雇用契約のうち、６月以上の空白期間があり当該空白期間前に雇用契約期間が満
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了しているものについては、通算契約期間に算入しない。 

３ 前項に定めるもののほか、この規程における２以上の期間を通算した契約期間の取扱いは法令等

に定めるところによる。 

４ 雇用契約を更新した後、契約期間の満了により雇用契約を終了させる場合には、契約期間満了日

の３０日前までにその旨を予告する。 

 

 （給与） 

第６条 特定有期雇用職員の給与は、基本年俸とする。 

２ 特任研究員及び特任専門職員の基本年俸は、それぞれ別表第１及び別表第２に掲げる額とする。

ただし、特別な事情がある場合には、同表に定める額以外の額とすることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、法人の収支の状況及び社会情勢等を勘案して機構職員の給与の改定等

が行われた場合には、雇用契約期間内においても基本年俸を減額する場合がある。 

４ 第２項の額については、雇用される者の経験及び能力に応じて決定するものとする。 

５ 基本年俸はその１２分の１の額を基本給として毎月支給する。 

６ 基本給は、職員給与規程（平成１６年規程第２１号。以下「給与規程」という。）第２条、第４

条、第２７条、第２９条から第３８条までの規定を準用し、支払う。 

７ 第１項のほか超過勤務手当、休日給、夜勤手当、本給の調整額及び研究代表者等特別手当につい

て、給与規程第４条第３項、第１７条から第２０条まで、第２３条及び第２５条の２の規定をそれ

ぞれ準用して支給する。この場合において、第２０条中「本給の月額並びにこれに対する地域手当、

広域異動手当及び管理職手当の月額の合計額」とあるのは「基本給の額」と読替える。 

 

 （特定有期雇用職員の就業に関する特例） 

第７条 この章に定めるもののほか、特定有期雇用職員の就業に関する事項については、大学共同利

用機関法人人間文化研究機構職員就業規則（第２条、第３条、第１０条第１項第１号、第１３条、

第１４条、第１６条、第２０条第１項第２号、第３２条及び第３３条を除く。）を準用する。 

２ 特定有期雇用職員の任免に関する事項については、大学共同利用機関法人人間文化研究機構職員

任免規程（第９条及び第１０条を除く。）を準用する。 

 

 （退職手当） 

第８条 特定有期雇用職員には退職手当を支給しない。 

 

（無期労働契約転換職員に対する本規程の適用） 

第８条の２ 労働契約法（平成１９年法律第１２８号）第１８条及び労働契約法の特例（研究開発強

化法第１５条の２及び大学の教員等の任期に関する法律（平成９年法律第８２号）第７条）の規定

に基づき、期間の定めのない労働契約（以下「無期労働契約」という。）へ転換した者（以下「無

期労働契約転換職員」という。）で、無期労働契約へ転換した直前に本規程が適用されていた者に

ついては、本規程（第１条、第３条及び第５条の規定のうち、有期労働契約を前提とする規定を除

く。）を適用する。 

２ 前項に定めるもののほか、無期労働契約転換職員の労働条件について必要な事項は、機構長が別

に定める。 

 

 （実施に関し必要な事項） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、機構並びに各機関の長が別に定める。 
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附 則 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （雇用契約期間の経過措置） 

第２条 この規程の施行日前に有期労働契約を締結した者のうち、その者の職務の内容等を考慮し、

通算して５年を超える雇用契約期間の延長が必要であると機構長が特に認めた場合は、通算して１

０年を超えない範囲で更新できるものとする。 

２ 当分の間、各機関において研究開発強化法第１５条の２第１項に該当すると判断し、５年を超え

て特任技術専門職員を雇用する場合は、事前に機構長に協議したうえ、決定するものとする。 

 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、令和４年１０月１日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表第１ 特任研究員基本年俸（第６条関係） 

区     分 基本年俸額（円） 

特

任

研

究

員 

 特任教授 

特  １５，９６０，０００ 

Ａ １３，２００，０００ 

Ｂ １２，０００，０００ 

Ｃ  １０，９２０，０００ 

Ｄ ９，９９６，０００ 

特任准教授   ８，４００，０００ 

 特任助教   ６，０００，０００ 

 

別表第２ 特任専門職員基本年俸（第６条関係） 

区     分 基本年俸額（円） 

     １  １０，０８０，０００ 

     ２   ９，０００，０００ 

     ３   ７，９２０，０００ 

     ４   ６，９６０，０００ 

     ５   ６，０００，０００ 

６ ５，１６０，０００ 

７ ４，３２０，０００ 

８ ３，４８０，０００ 

 

 


